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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筐体に凹形状の電池収容部を備え、当該電池収容部に収容した電池を筐体に対して着脱自
在な電池蓋により保持させる携帯型情報読取装置であって、
　該電池収容部は、縦横長が同じで厚みが２倍以上の大型電池を１個、又は、小型電池を
１個挿入可能であって、
　前記電池蓋は、小型電池を一個装着可能であって、前記小型電池が前記電池収容部に１
個収容される際に、当該小型電池の上面に当接して当該小型電池を押さえる爪部を備え、
　該爪部は、前記大型電池が前記電池収容部に収容される際に、該電池収容部の凹形状の
側壁方向へ退避可能に構成されていることを特徴とする携帯型情報読取装置。
【請求項２】
前記電池収容部に前記小型電池が１個収容され、前記電池蓋に前記小型電池が１個装着さ
れる際に、
前記電池収容部に収容される小型電池の下面が前記電池収容部の凹形状の底部と対向し、
該小型電池の上面が前記爪部により押さえられ、
前記電池蓋に装着される前記小型電池が、上面が前記電池蓋側に当接され、下面が前記爪
部により当接支持されることを特徴とする請求項１の携帯型情報読取装置。
【請求項３】
前記爪部が、前記電池蓋に装着される前記小型電池の厚み方向の下面と当接する位置に、
電池収容部の側壁方向へ撓み可能な撓み片の先端に形成されていることを特徴とする請求
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項２の携帯型情報読取装置。
【請求項４】
前記電池収容部は、前記小型電池が１個収容される際に、該小型電池の上面に当接して該
小型電池を押さえる第２の爪部を備え、該第２の爪部が、前記１個の小型電池の上面と当
接すると共に、電池収容部の凹形状の側壁方向へ撓み可能な撓み片に形成されていること
を特徴とする請求項３の携帯型情報読取装置。
【請求項５】
前記爪部が、板状に形成され、付勢部材によって前記電池蓋から突出可能であると共に、
電池蓋側に退避可能に形成されていることを特徴とする請求項１又は請求項２の携帯型情
報読取装置。
【請求項６】
前記板状の爪部が、４角形に形成され、前記付勢部材の付勢方向に対する側面側に、斜面
が設けられていることを特徴とする請求項５の携帯型情報読取装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、光学情報コード、ＩＤタグに対する読取り機能を備えた電池駆動式の携帯型情
報読取装置に関し、特に、２種類の電池を収容可能な携帯型情報読取装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
携帯型情報読取装置は、使用者の利用態様によって、長時間、電池交換無しに利用したい
場合と、また、通常のペースで電池交換を行いながら利用できる場合とがある。それぞれ
の要求に対応するためには、１台の携帯型情報読取装置において、容量の大きな大型電池
と、容量の小さな小型電池とのいずれでも収容できるようにすることが望ましい。ここで
、特許文献１には、角形二次電池と円筒形単三型電池とのいずれも収容可能な電池収容構
造が開示されている。
【特許文献１】特開平１１－１４４６９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら、図８（Ａ）に示すように、凹部２７４を有する電池収容部２７０と凹部２
８１を有する電池蓋２８０とに大型電池５６Ｌを収容する構造に、図８（Ｂ）に示すよう
に小型電池５６Ｓを収容すると、電池蓋２８０の凹部２８１に空間が空く。このため、携
帯型情報読取装置が落下した際に、小型電池の端子が携帯型情報読取装置側の接続端子か
ら外れて、電力供給が絶えることとなる。
【０００４】
本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、厚みが異なる大型電池と小型電池とをそれぞれ収容可能な携帯型情報読取装置を提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記目的を達成するため、請求項１の発明は、筐体６０に凹形状の電池収容部７０を備え
、当該電池収容部７０に収容した電池を筐体６０に対して着脱自在な電池蓋８０により保
持させる携帯型情報読取装置１０であって、
　該電池収容部７０は、縦横長が同じで厚みが２倍以上の大型電池５６Ｌを１個、又は、
小型電池５６Ｓを１個挿入可能であって、
　前記電池蓋８０は、小型電池５６Ｓを一個装着可能であって、前記小型電池５６Ｓが前
記電池収容部７０に１個収容される際に、当該小型電池５６Ｓの上面に当接して当該小型
電池を押さえる爪部８６ａを備え、
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　該爪部８６ａは、前記大型電池５６Ｌが前記電池収容部７０に収容される際に、該電池
収容部７０の凹形状の側壁７４方向へ退避可能に構成されていることを技術的特徴とする
。
【発明の効果】
【０００６】
請求項１の携帯型情報読取装置では、電池蓋が、小型電池の下面が電池収容部の凹形状の
底部と対向するように１個収容される際に、当該小型電池の上面に当接して支持する爪部
を備えるため、該爪部で押さえて支持することで、電池収容部に小型電池が収容された際
にも、小型電池が動くことが無く、例え、携帯型情報読取装置が落下した際にも、小型電
池の端子が携帯型情報読取装置側の接続端子から外れて、電力供給が絶えることが無くな
る。一方、大型電池が電池収容部に収容される際に、該爪部が該電池収容部の凹形状の側
壁方向へ退避するため、厚い大型電池を収容することが可能である。
【０００７】
請求項２の携帯型情報読取装置では、電池収容部に小型電池が１個、電池蓋に１個収容さ
れる際に、電池収容部に収容される１個の小型電池の下面が電池収容部の凹形状の底部と
対向し、該小型電池の上面が爪部により押さえられ、電池蓋に装着された小型電池が、上
面が電池蓋側に当接され、下面が爪部により当接支持される。即ち、電池蓋に装着された
小型電池が、電池蓋側に支持されるので、電池蓋に装着された小型電池を収容した状態で
、電池蓋を筐体側へ容易に取り付けることができる。更に、該爪部、撓み片及び電池蓋を
一体に成形することが可能であり、製造コストを削減することができる。
【０００８】
請求項３の携帯型情報読取装置では、爪部が、小型電池の厚み方向の下面と当接する撓み
片の先端に形成されているため、当該撓み片が小型電池の側面と当接することで小型電池
が移動することが無くなり、電池蓋に装着された小型電池を収容した状態で、電池蓋を筐
体側へ容易に取り付けることができる。また、電池蓋を筐体に取り付けた状態で、電池蓋
に装着された小型電池が動くことが無くなり、該小型電池と電池蓋との衝突によるがたつ
きを防ぐことができる。
【０００９】
請求項４の携帯型情報読取装置では、小型電池の下面が電池収容部の凹形状の底部と対向
するように１個収容される際に、該小型電池の上面に当接して当該小型電池を押さえる第
２の爪部が電池収容部に備えられているため、該１個の小型電池を電池蓋が外された状態
でも固定することができる。更に、該１個の小型電池を取り外す際には、第２の爪部を支
持する撓み片を撓ませることで、容易に取り外しができる。このため、電池取り外し用の
リボンを無くすことが可能となる。
【００１０】
請求項５の携帯型情報読取装置では、小型電池の下面が電池収容部の凹形状の底部と対向
するように１個収容される際に、付勢部材により付勢されて電池蓋から爪部が突出し当該
小型電池の上面に当接して支持するため、電池収容部に小型電池が収容された際にも、小
型電池が動くことが無く、例え、携帯型情報読取装置が落下した際にも、小型電池の端子
が携帯型情報読取装置側の接続端子から外れて、電力供給が絶えることが無くなる。一方
、大型電池が電池収容部に収容される際に、該爪部が電池蓋へ退避するため、厚い大型電
池を収容することが可能である。
【００１１】
請求項６の携帯型情報読取装置では、板状の爪部の側面側に斜面が設けられているため、
電池蓋の取り付けの際に、該爪部が大型電池と当接した際の退避が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
[第１実施形態]
以下、本発明を携帯型情報読取装置に適用した第１実施形態を図１乃至図６を参照して説
明する。図１は携帯型情報読取装置１０の断面を示している。携帯型情報読取装置１０は
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握り部を兼用する操作部１２、例えば液晶からなる表示部１４などを備えている。操作部
１２には、例えば複数のキースイッチ１６が設けられ、これらキースイッチ１６により、
動作内容を指示するようになっている。この操作部１２には、キースイッチ１６に加えて
、読取り開始を指示するためのトリガースイッチ１８が設けられている。
【００１３】
携帯型情報読取装置１０の筐体６０内にはプリント配線基板２０が固定されており、その
プリント配線基板２０の一方の面にキースイッチ１６がマトリクス状に搭載されている。
また、プリント配線基板２０の他方の面には２次元受光センサ３２が立設して実装されて
いる。
【００１４】
筐体６０の前端に形成された開口部６０Ａには光学系ユニット３０が配設されており、筐
体６０内において光学系ユニット３０の光軸上となる位置に反射鏡３４が配設されている
と共に、反射鏡３４により折曲げられた光軸上に２次元受光センサ３２が位置している。
検出対象物は光学系ユニット３０及び反射鏡３４を介して２次元受光センサ３２に結像さ
れるようになっている。
【００１５】
開口部６０Ａ近傍のプリント配線基板２２の中央には孔２２ａが形成されており、その孔
２２ａの周囲に複数の照明用ＬＥＤ３８が搭載されている。また、プリント配線基板２２
の周縁部に対応して送信アンテナコイル４２が配置されている。
【００１６】
プリント配線基板２２に形成された孔２２ａにはレンズユニット３６が装着されている。
このレンズユニット３６は、検出対象物からの反射光を集光する集光レンズ３６ａと、照
明用ＬＥＤ３８からの光を正面に投光するための投光レンズ３６ｂとを一体にして形成さ
れている。一方、プリント配線基板２２の裏面には受信アンテナコイル４４が配置されて
いる。
【００１７】
図２は携帯型情報読取装置１０の電気的構成を示している。マイクロコンピュータ（以下
、マイコン）５０は、トリガースイッチ１８が操作されたことに応じて照明用ＬＥＤ３８
の点灯を制御すると共に、２次元受光センサ３２からの画像信号を検出するようになって
いる。また、マイコン５０は、送信アンテナコイル４２に電力信号を出力すると共に、受
信アンテナコイル４４が受信したＩＤタグからの受信信号を抽出するようになっている。
【００１８】
ここで、マイコン５０は、ＩＤタグと通信を行うときは、自動同調回路５２により送信ア
ンテナコイル４２とコンデンサによって共振回路を構成するが、その共振周波数を送信周
波数とほぼ同一となるように自動的に共振回路のコンデンサ容量を制御するようになって
いる。また、マイコン５０は、発音部５４を駆動することにより使用者に読取り終了を報
知するようになっている。
【００１９】
第１実施形態の携帯型情報読取装置１０は、図１（Ａ）に示すように小型電池５６Ｓを２
個収容することと（この際、１個を電源として接続、他の１個は交換用）、図１（Ｂ）に
示すように小型電池５６Ｓを１個収容することと、図１（Ｃ）に示すように大型電池５６
Ｌを１個収容することとができる。ここで、小型電池５６Ｓと大型電池５６Ｌとは、縦横
長が同じで、厚みが２倍強異なる。
【００２０】
この収容構造について、図３～図６を参照して説明する。
図３（Ａ）は、図１（Ａ）中に示す小型電池５６Ｓを２個収容した携帯型情報読取装置１
０を下側から見た底面図であり、図３（Ｂ）は、図３（Ａ）のｂ－ｂ断面図であり、図３
（Ｃ）は、図３（Ａ）のｃ－ｃ断面図であり、図３（Ｄ）は、図３（Ｃ）に示す携帯型情
報読取装置から電池蓋を外した状態を示す断面図である。図４（Ａ）は、小型電池５６Ｓ
を収容した状態の電池蓋の側面図であり、図４（Ｂ）は、図４（Ａ）の電池蓋の底面図で
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ある。図４（Ｃ）は、小型電池５６Ｓを収容しない状態の電池蓋の側面図であり、図４（
Ｄ）は、図４（Ｃ）の電池蓋の底面図である。図５（Ａ）は、図１（Ｃ）中の大型電池５
６Ｌを収容した携帯型情報読取装置１０を下側から見た底面図であり、図５（Ｂ）は、図
５（Ａ）のｂ２－ｂ２断面図であり、図５（Ｃ）は、図５（Ａ）のｃ２－ｃ２断面図であ
る。図５（Ｄ）は小型電池５６Ｓが一個収容された状態の断面図である。図６（Ａ）は、
図３（Ｂ）に示す小型電池５６Ｓを２個収容した携帯型情報読取装置のａ１－ａ１断面図
であり、図６（Ｂ）は、ｂ１－ｂ１断面図である。図６（Ｃ）は、小型電池５６Ｓを１個
収容した状態の断面図である。図６（Ｄ）は、図５（Ｂ）に示す大型電池５６Ｌを１個収
容した携帯型情報読取装置のｄ１－ｄ１断面図であり、図６（Ｅ）は、ｅ１－ｅ１断面図
である。
【００２１】
図３（Ａ）及び図３（Ｂ）に示すように、筐体６０には、凹形状の電池収容部７０が形成
され、該筐体６０には、着脱可能な電池蓋８０が取り付けられる。図３（Ｂ）は、図１に
対して上下反転させて表示されており、以降の説明では、電池蓋８０側を上側、電池収容
部７０側を下側として参照する。電池蓋８０の縦方向後端側（以降、縦方向とは携帯型情
報読取装置の長手方向を意味し、縦方向先端側とは開口部６０Ａ側を、縦方向後端側とは
先端側の反対側を意味する）には、係合片８２が形成され、縦方向先端側には鍵状の鍵部
材８４が形成されている。該係合片８２を筐体の係合孔６０ａに嵌入し、鍵部材８４にロ
ック部材６２の先端を係合させることで、電池蓋８０が筐体６０に取り付けられる。ロッ
ク部材６２は、ロックノブ６２ａにより図中で矢印Ｙ方向にスライドされることで、鍵部
材８４にロック部材６２の先端が係合、係合解除され、ロック、アンロックが成される。
【００２２】
凹形状の電池収容部７０は、側壁７４と底部７６とからなり、底部７６は収容される小型
電池５６Ｓ、又は、大型電池５６Ｌの下面と対向する。底部７６の上面には、緩衝用のク
ッション材７９が設けられている。側壁７４は、図３（Ｄ）に示すように縦方向先端側及
び後端側は、垂直壁に形成されている。一方、図３（Ｂ）のａ１－ａ１断面図である図６
（Ａ）に示すように横方向（以降、横方向とは携帯型情報読取装置の短手方向を意味する
）の側壁７４は、断面クランク状に形成され、該横方向の側壁７４の底部７６側の部位は
、小型電池５６Ｓ、大型電池５６Ｌの側面と当接する幅に形成され、該小型電池５６Ｓ、
大型電池５６Ｌを収容できるようになっている。側壁７４の上方は、側方に幅が広がり、
小型電池５６Ｓ、大型電池５６Ｌに対してクリアランスを持たせ交換を容易にしている。
図３（Ｄ）に示すように、該電池収容部７０の縦方向先端側には、小型電池５６Ｓ、大型
電池５６Ｌの端子と接続するための接続端子７２が設けられる。縦方向後端側に、収容さ
れた小型電池５６Ｓを保持するための第２の爪７８が形成されている。該第２の爪７８は
、下面が小型電池５６Ｓの上面と当接する第２の爪部７８ａと、該第２の爪部７８ａを保
持し、縦方向後端側の側壁７４方向に撓む撓み片７８ｂとからなる。
【００２３】
第１実施形態の携帯型情報読取装置１０では、小型電池５６Ｓの下面が電池収容部７０の
底部７６と対向するように１個収容される際に、該小型電池５６Ｓの上面に当接して当該
小型電池５６Ｓを押さえる第２の爪部７８ａが電池収容部７０に備えられているため、該
１個の小型電池５６Ｓを電池蓋８０が外された状態でも固定することができる。更に、該
１個の小型電池５６Ｓを取り外す際には、第２の爪部７８ａを支持する撓み片７８ｂを撓
ませることで、容易に取り外しができる。このため、電池取り外し用のリボンを無くすこ
とが可能となる。
【００２４】
電池蓋８０は、図４（Ｂ）に示すように小型電池５６Ｓの縦方向後端側を保持する保持板
８８と、該電池蓋８０に収容される小型電池５６Ｓを保持する２対の爪８６とを備える。
図６（Ａ）に断面を示すＬ字形状の爪８６は、先端側の爪部８６ａと該爪部８６ａを支持
する撓み片８６ｂから成る。該撓み片８６ｂは、該電池蓋８０に保持される小型電池５６
Ｓの側面に当接する。一方、図６（Ｄ）に示すように大型電池５６Ｌが収容される際には
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、撓み片８６ｂは、爪部７８ａを電池収容部の横方向の側壁７４側に退避させるように撓
む。図６（Ａ）に示すように爪部８６ａの上面は、該保持される小型電池５６Ｓの下面に
当接し、該爪部８６ａの下面は、電池収容部７０に収容された小型電池５６Ｓの上面に当
接する。図４（Ａ）に示すように電池蓋８０は、小型電池５６Ｓを保持した状態でも、図
４（Ｃ）に示すように小型電池５６Ｓを保持しない状態でも筐体６０に対して取り付け可
能であり、電池蓋８０が小型電池５６を保持しない状態では、図５（Ｄ）に示すように爪
部８６ａの下面は、電池収容部７０に収容された小型電池５６Ｓの上面に当接し、該小型
電池５６Ｓを電池収容部７０に固定させる。一方、図６（Ｄ）に示すように、電池収容部
７０に大型電池５６Ｌが収容されている際には、撓み片８６ｂが横方向の側壁７４側に撓
むことで、爪部７８ａが側壁７４側に退避し、当該大型電池５６Ｌが収容される際にも、
電池蓋８０を筐体６０に取り付け可能にしている。
【００２５】
第１実施形態の携帯型情報読取装置１０では、電池蓋８０が、小型電池５６Ｓの下面が電
池収容部７０の凹形状の底部７６と対向するように１個収容される際に、当該小型電池５
６Ｓの上面に当接して支持する爪部８６ａを備えるため、該爪部８６ａで押さえて支持す
ることで、電池収容部７０に小型電池５６Ｓが収容された際にも、小型電池５６Ｓが動く
ことが無く、例え、携帯型情報読取装置１０が落下した際にも、小型電池５６Ｓの端子が
携帯型情報読取装置側の接続端子７２から外れて、電力供給が絶えることが無くなる。一
方、大型電池５６Ｌが電池収容部７０に収容される際に、該爪部８６ａが該電池収容部７
０の凹形状の側壁７４方向へ退避するため、厚い大型電池５６Ｌを収容することが可能で
ある。
【００２６】
また、第１実施形態の携帯型情報読取装置１０では、電池収容部７０に小型電池５６Ｓが
１個、電池蓋８０に１個収容される際に、電池収容部７０に収容される１個の小型電池５
６Ｓの下面が電池収容部７０の凹形状の底部７６と対向し、該小型電池５６Ｓの上面が爪
部８６ａにより押さえられ、電池蓋８０に装着された小型電池５６Ｓが、上面が電池蓋８
０側に当接され、下面が爪部８６ａにより当接支持される。即ち、電池蓋８０に装着され
た小型電池５６Ｓが、電池蓋８０側に支持されるので、電池蓋８０に装着された小型電池
５６Ｓを収容した状態で、電池蓋８０を筐体６０側へ容易に取り付けることができる。更
に、該爪部８６ａ及び撓み片８６ｂから成る爪８６を電池蓋８０と一体に成形することで
、製造コストを削減できる。
【００２７】
更に、第１実施形態の携帯型情報読取装置１０では、爪部８６ａが、小型電池５６Ｓの厚
み方向の下面と当接する撓み片８６ｂの先端に形成されているため、当該撓み片８６ｂが
小型電池５６Ｓの側面と当接することで小型電池５６Ｓが移動することが無くなり、電池
蓋８０に装着された小型電池５６Ｓを収容した状態で、電池蓋８０を筐体６０側へ容易に
取り付けることができる。また、電池蓋８０を筐体６０に取り付けた状態で、電池蓋８０
に装着された小型電池５６Ｓが動くことが無くなり、該小型電池５６Ｓと電池蓋８０との
衝突によるがたつきを防ぐことができる。
【００２８】
[第２実施形態]
引き続き、本発明の第２実施形態に係る携帯型情報読取装置について、図７を参照して説
明する。
図７（Ａ）は、第２実施形態の携帯型情報読取装置の電池収容部に小型電池５６Ｓが収容
された際の説明図であり、図７（Ｂ）は、図７（Ａ）のｂ３－ｂ３断面に対応する説明図
であり、図７（Ａ）は、図７（Ｂ）中のａ３－ａ３断面に対応する。図７（Ｃ）は、電池
収容部に大型電池５６Ｌが収容された際の説明図であり、図７（Ｄ）は、図７（Ｃ）のｄ
３－ｄ３断面に対応する説明図であり、図７（Ｃ）は、図７（Ｄ）中のｃ３－ｃ３断面に
対応する。図７（Ｅ）及び図７（Ｆ）は、電池収容部に大型電池５６Ｌが収容された際の
電池蓋８０の取り付けの説明図であり、図７（Ｆ）は、図７（Ｅ）中のｆ３－ｆ３断面に
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対応する。
【００２９】
上述した第１実施形態では、爪部８６ａで小型電池５６Ｓを保持し、大型電池５６Ｌが収
容される際には、撓み片８６ｂが撓むことで爪部８６ａを側方へ退避させた。これに対し
て、第２実施形態で、図７（Ｂ）に示すように、板状の爪部９６により、小型電池５６Ｓ
を保持し、図７（Ｄ）に示すように大型電池５６Ｌが収容される際には、付勢部材を構成
するバネ９４によって、電池蓋１８０側に板状の爪部９６が退避する。バネ９４は、支持
部材９２に支持されている。支持部材９２は、電池蓋１８０に設けられた溝孔１８６に取
り付けられる。
【００３０】
即ち、図７（Ｂ）に示すように、電池蓋１８０の凹部１８４に小型電池５６Ｓが収容され
た状態で、板状の爪部９６は、電池蓋１８０から突出し、該板状の爪部９６の上面（図７
（Ｂ）中の右側）が該小型電池５６Ｓの下面に当接して支持する。電池収容部１７０の凹
部１７４に小型電池５６Ｓが収容され、小型電池５６Ｓの端子が電池収容部１７０の接続
端子１７２に接続された状態で、該小型電池５６Ｓの上面が板状の爪部９６の下面に当接
して支持される。
【００３１】
一方、図７（Ｃ）、図７（Ｄ）に示すように、電池収容部１７０の凹部１７４及び電池蓋
１８０の凹部１８４に大型電池５６Ｌが収容された状態では、バネ９４によって、電池蓋
１８０内に板状の爪部９６が退避する。
【００３２】
第２実施形態の携帯型情報読取装置では、小型電池５６Ｓの下面が電池収容部１７０の凹
部１７４の底部と対向するように１個収容される際に、バネ９４により付勢されて電池蓋
１８０から爪部９６が突出し当該小型電池５６Ｓの上面に当接して支持するため、電池収
容部１７０に小型電池５６Ｓが収容された際にも、小型電池５６Ｓが動くことが無く、例
え、携帯型情報読取装置が落下した際にも、小型電池５６Ｓの端子が携帯型情報読取装置
側の接続端子１７２から外れて、電力供給が絶えることが無くなる。一方、大型電池５６
Ｌが電池収容部１７０に収容される際に、該爪部９６が電池蓋１８０へ退避するため、厚
い大型電池５６Ｌを収容することが可能である。
【００３３】
図７（Ｅ）、図７（Ｆ）に示すように、板状の爪部９６は４角形に形成され、バネ９４の
付勢方向に対する側面側（縦方向後端側）の斜面９６ａが形成されている。板状の爪部９
６の側面側に斜面９６ａが設けられているため、電池蓋１８０の取り付けの際に、該爪部
９６が大型電池５６Ｌと当接した際の退避が容易になる。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
上述した実施形態では、携帯型情報読取装置として、光学情報コード、ＩＤタグの両方が
読み取り可能な携帯型情報読取装置を例示したが、本発明の電池収容構造は、光学情報コ
ード、ＩＤタグの一方のみの読み取り用の携帯型情報読取装置に適用できることは言うま
でもない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る携帯型情報読取装置の断面図である。
【図２】第１実施形態の携帯型情報読取装置の電気的構成を示すブロック図である。
【図３】図３（Ａ）は、図１（Ａ）中に示す小型電池を２個収容した携帯型情報読取装置
を下側から見た底面図であり、図３（Ｂ）は、図３（Ａ）のｂ－ｂ断面図であり、図３（
Ｃ）は、図３（Ａ）のｃ－ｃ断面図であり、図３（Ｄ）は、図３（Ｃ）に示す携帯型情報
読取装置から電池蓋を外した状態を示す断面図である。
【図４】図４（Ａ）は、小型電池を収容した状態の電池蓋の側面図であり、図４（Ｂ）は
、図４（Ａ）の電池蓋の底面図である。図４（Ｃ）は、小型電池を収容しない状態の電池
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【図５】図５（Ａ）は、図１（Ｃ）中の大型電池を収容した携帯型情報読取装置を下側か
ら見た底面図であり、図５（Ｂ）は、図５（Ａ）のｂ２－ｂ２断面図であり、図５（Ｃ）
は、図５（Ａ）のｃ２－ｃ２断面図である。図５（Ｄ）は小型電池が一個収容された状態
の断面図である。
【図６】図６（Ａ）は、図３（Ｂ）に示す小型電池を２個収容した携帯型情報読取装置の
ａ１－ａ１断面図であり、図６（Ｂ）は、ｂ１－ｂ１断面図である。図６（Ｃ）は、小型
電池を１個収容した状態の断面図である。図６（Ｄ）は、図５（Ｂ）に示す大型電池を１
個収容した携帯型情報読取装置のｄ１－ｄ１断面図であり、図６（Ｅ）は、ｅ１－ｅ１断
面図である。
【図７】図７（Ａ）は、第２実施形態の携帯型情報読取装置の電池収容部に小型電池が収
容された際の説明図であり、図７（Ｂ）は、図７（Ａ）のｂ３－ｂ３断面に対応する説明
図である。図７（Ｃ）は、電池収容部に大型電池が収容された際の説明図であり、図７（
Ｄ）は、図７（Ｃ）のｄ３－ｄ３断面に対応する説明図である。図７（Ｅ）及び図７（Ｆ
）は、電池収容部に大型電池が収容された際の電池蓋の取り付けの説明図である。
【図８】先行技術の電池収容構造の説明図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　携帯型情報読取装置
　６０　筐体
　７０　電池収容部
　７４　側壁
　７６　底部
　７８ａ　爪部
　７８ｂ　撓み片
　８０　電池蓋
　８６ａ　爪部
　８６ｂ　撓み片
　９４　バネ（付勢部材）
　９６　板状の爪部
　１７０　電池収容部
　１８０　電池蓋
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